
①企業立地奨励金（令和６年４月１日時点）

　埼玉県においても、埼玉県産業立地促進補助金、埼玉県産業立地資金（融資制度）などの支援メニ
ューがあります。詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。

（令和５年10月１日時点）

交付要件

　立地した事業所の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額を合計した額に、
規定の割合を乗じて得た金額を操業開始後最初の課税年度の翌年度から３年間交付します。

②雇用促進奨励金（令和６年４月１日時点）

※上記①、②は要件の一部を抜粋したものになります。交付要件や交付額等の詳細については
下記の産業振興課企業立地推進室にお問い合わせください。

　操業開始後１年経過した時点での川越市民の新規雇用常用従業員１人あたり30万円（上限10人)
を初回交付年度に限り交付します。

③企業立地相談窓口（ワンストップ窓口）
　川越市に新たに工場などを新設等する際に、建築関係、環境関係、用地関係や各種支援制度など様
々な行政手続きが必要となる場合があります。川越市では、関係課が一体となり、ワンストップで企
業の皆様の相談や進出をサポートする「企業立地相談窓口」を設けております。
　産業振興課企業立地推進室が窓口となり、ご相談・お問い合わせ、各種手続きの方法等について、
担当所管課へのつなぎ役として、迅速に対応いたします。

④立地ニーズと空き物件情報の把握によるマッチング
　本市への立地ニーズを一括管理するとともに、空き用地や空き物件情報を収集し、マッチングを行
います。

　・立地をする事業所が、日本標準産業分類（平成25年総務省告示第405号）に定める産業のうち､
製造業の事業の用に供されるものであること。

　・立地をする事業所の敷地面積が１,000㎡以上で、かつ、当該事業所の延べ床面積が500㎡以上
であること。

　・立地をする事業所において常時雇用従業員（労働基準法（昭和22年法律第49号）第20条の規
定による解雇の予告を必要とする者で、かつ、厚生年金保険に加入する者をいう。）の数が10人
以上であること。
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